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６．労働保険料等を滞納した場合の事務処理 

 
（1）滞納が発生した場合の対応 
    委託事業主が保険料・拠出金を納付することができなかった場合、まずは以下３つの対応が 

必要になります。 

 
次に、滞納事業場の事業主に対し納付督励を行います。納入がありましたら労働保険料等納入

事業場報告書を提出してください。 

 

 

① 金融機関に連絡し口座振替納付を止める（口座振替を利用している場合のみ） 

取引先金融機関に連絡し、口座振替による納付を停止してください。振替停止の手続方法や

どの基幹番号分が停止対象となるかについては、金融機関によって取り扱いが異なりますので

金融機関にご確認ください。 

なお、口座振替を利用していない事務組合は①の対応は不要です。 

 

② 滞納保険料を除いた保険料額を口座振替期日までに手納付する 

滞納分を除いた保険料額について、手書きで納付書を作成してください。納付は口座振替の納

付期限までにお願いします。 

 

③ 労働保険料等滞納事業場報告書を提出する (P26 をご参照ください) 

当報告書の提出は法定納期限経過後 15 日以内となっております。提出がない場合は事務組合

に対して督促状を発行し、場合によっては事務組合の口座差押などの強制処分を行うことがあ

りますので、必ず提出してください。 

 

④ 納付の督励を行う 

滞納発生後も納入しない事業主には定期的に連絡し、納入督励をしてください。督励を行った

場合は、その記録（P28 参照）を必ず残すようにしてください。その後の滞納整理に役立てるため、督

励記録の提出にご協力いただく場合がありますので、具体的に記録していただくようお願いします。 

 

⑤ 納付があったときは労働保険料等納入事業場報告書を提出する （P27 をご参照ください） 

当該報告書の提出がない場合、国へ納付いただいた保険料がどの委託事業主の滞納保険料等

であるかが不明となり収納処理ができませんので、提出もれのないようお願いします。 

なお、翌月 10 日までの提出となっていますが、期日を待たず早めに報告をお願いします。 

① 金融機関に連絡し口座振替納付を止める（口座振替を利用している場合のみ） 

② 滞納保険料を除いた保険料額を口座振替期日までに手納付する 

③ 労働保険料等滞納事業場報告書（※）を提出する（※埼玉労働局 HP に様式を掲載しています。） 

④ 納付の督励を行う 

⑤ 納付があったときは労働保険料等納入事業場報告書（※）を提出する 
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各期の納付期限

の日付を記入。 

1 期：7 月 10 日 

2 期：11 月 14 日 

3 期：2 月 14 日 

※納付期限が土曜

日 の 場 合 は そ の

翌々日、日曜の場合

はその翌日が納付

期限となる。 

合計を記入。 

徴定区分は右下にある凡

例を参考にしてください 

滞納事業場の「枝番号」、「徴定

年度」、「徴定区分」を記入。 

＜例：徴定年度－徴定区分＞ 

6 年 度 概 算 1 期：０６－２１ 

5 年 度 確 定 不 足：０６－６２ 

6 年 度 拠 出 金：０６－７２ 

（2）労働保険料等滞納事業場の報告 

労働保険料等を納期限までに集金できなかった委託事業場があるときは「労働保険料等滞納事業

場報告書」を作成し、速やかに報告してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６ 

０ 

６ 

６ 

６ 

６ 
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（3）労働保険料等納入事業場の報告 

（2）により報告した滞納事業場から労働保険料等の交付を受け、国へ納付したときは「労働保

険料等納入事業場報告書」を作成し、速やかに事務組合係まで提出してください。 

※ この報告書の提出がない場合、国へ納付いただいた保険料が、どの委託事業主の滞納保険料

等であるか不明なため、収納処理ができませんので、提出もれのないようお願いします。 

なお、翌月 10 日までの提出となっていますが、期日を待たず早めに報告をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「労働保険料等滞納事業場報告書」および「労働保険料等納入事業場報告書」の掲載場所 

埼玉労働局 ＞ 各種法令・制度・手続き ＞ 労働保険関係 ＞ 制度全般  

・労働保険徴収関係様式 ＞ 【事務組合関係】（各種様式）＞ 当該様式 

銀行に納付した日を記入。 

滞納報告書で記入した「枝番号」、

「徴定年度」、「徴定区分」を記入。 

合計を記入。 

「内部相殺金」と「延滞金」の

場合は、備考欄にその旨を

必ず記載すること。 

６ 

６ 

６ 

６ 

６ 

６ 

６ 

６ 



- 28 - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
前年度

確定不足
全期・１期 ２期 ３期 延滞金（保） 一般拠出金 延滞金（拠）

平・令　5　年度 ¥50,000 ¥100,000 ¥500

平・令　　　年度

平・令　　　年度

平・令　　　年度

日付 事組　担当者 事業場　応対者 応対方法

　　　　　　　　　　　　　　　　滞納事業場納入督励事跡　　　　　　　　　　　　　（記入例）

納付期限R5.7.10を過ぎても納付がないため、事業場へ電話。

不在のため、留守番電話へ納付するように督励のメッセージを残す。
R5.7.18 労働　太郎

郵送・電話・訪問・

呼出

R5.7.21 労働　太郎 徴収　花子
郵送・電話・訪問・

呼出

滞納事業場　名称 △□海運　株式会社

滞納保険料等　内訳

内容

事務組合　名称 ○×労働保険事務組合

滞納事業場　労働保険番号 １１―３―０１―９９９９９０―９９９

労働　太郎
郵送・電話・訪問・

呼出

R5.8.14 労働　太郎
郵送・電話・訪問・

呼出

R5.7.24

代表取締役　徴収花子　様より電話。
資金繰りが厳しく、現金、預金が不足しているとのこと。

取引先から直近の入金がR5.7.31予定なのでそこまで待ってほしいとのこと。

労働局へ当事業場分の第一期滞納事業場報告を郵送提出。

R5.7.21の電話連絡以降、連絡および入金なし。
電話するも不在。留守番電話に督励のメッセージを残す。

また納付するよう督励の文書を送付。
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埼組様式第 1 号 

令和  年  月  日 

 
埼玉労働局労働保険特別会計歳入徴収官 殿 

 
労働保険事務組合    

 
                                          

 

 労働保険料等納入催告の依頼について 

 
令和  年  月  日現在、下記事業場の保険料等が、納入期限を経過しても未納となって 

いますので、納入催告書の交付を依頼します。 

 
記 

 

 

労働保険 

番号 

府県 所掌 管轄 基幹番号 

    

枝番号 

事業所名称 

及び 

所在地 

未納保険料等内訳 

備考 

 

未納理由 

  

年度確定不足   

年度概算 期   

年度一般拠出金   

合  計   

  

年度確定不足   

年度概算 期   

年度一般拠出金   

合  計   
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 埼組様式第２号  

                                               第         号 

                                                令和  年  月  日  

 

 殿 

 

 

                            埼玉労働局労働保険特別会計歳入徴収官  

 

 

労働保険料等の納入催告について  

 

 

   令和 年 月 日現在、未納となっている下記労働保険料等を、至急、あな

たが事務委託している｢○○○○労働保険事務組合｣へ納付されるよう催告いた

します。  

なお､労働保険料等を完納しないときは､財産差押えの処分を行うこととなる場合もあり

ますのでご留意ください｡ 
 
 

記 
 
 
 

未納となっている労働保険料等 
備  考 

内   訳 金   額 

平成  年度 確定不足    

平成  年度 概算 １ ・ ２ ・ ３ 期   

平成  年度 一般拠出金    

合  計   

 
 
 

 

注意１・労働保険料等を指定期限までに完納しないときは、納期期限の翌日から納入の 

    日の前日までの間について保険料等の額につき法に定める割合で計算した額の 

    延滞金の金額をあわせて納入していただきます｡ 

２・本状到達後、早急に納付できない事情のある場合は、必ず委託先労働保険事務組 

合へ相談してください。  

公 

印 

 

納入催告書には委託手数料等の記載

はできませんのでご注意ください。 

参 
 

考 


